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１　新教育長　挨拶



２　意見交換

• グループごとの話合い

• 「子どもたちのために、これからの学校を
　　　　どのようにしていくことが望ましいか」

• ２つのテーマ
①「自分にはよいところがある」と回答する

　　　　　　　　　　　　　　　　子どもが少ない

②ふるさと室蘭に愛着をもつ子どもが少ない



「自分にはよいところがある」と回答する子どもが少ない

全国学力・学習状況等調査結果より

全国平均値
との差

全国平均



２　意見交換

テーマ

　「自分にはよいところがある」と回答する

　　　　　　　　　　　　　　　　子どもが少ない

「問題と感じていること」

「気になっていること」
「こうするとよいのでは」



ふるさと室蘭に愛着をもつ子どもが少ない

全国平均値
との差

全国平均

全国学力・学習状況等調査結果より

（「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか」）



２　意見交換

テーマ

　ふるさと室蘭に愛着を持つ子どもが少ない

「問題と感じていること」

「気になっていること」
「こうするとよいのでは」





【不登校、いじめの状況等について】

～文部科学省により行われている「問題行動・不登校等状況調査」の結果から～

Ⅰ 不登校の状況

１ 室蘭市内小・中学校と全国の不登校発生率の推移

※この調査における文科省の定義（Ｒ２年度）

※令和２年度の本市における不登校数の実数は、小学校５２名、中学校７５名でした。

Q 不登校とは？

Ａ ＝ ―
年間３０日以上欠席

した児童・生徒の数

病気やコロナ不安による欠席

などで休んだ児童・生徒数

Ｒ
２
の
全
国
の
数
値
は
、

ま
だ
発
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

不登校の児

童・生徒数



２ 不登校の要因について(２種類の調査より)

〈表１：不登校の児童生徒が直接回答した調査の結果（令和２年度）〉

〈表２：学校が回答している「問題行動・不登校等状況調査」の結果（令和元年度）〉

小学生（国） 中学生（国）

１位 先生のこと ２９.７％ 身体の不調 ３２.６％

２位 身体の不調 ２６.５％
勉強が分から
ない

２７.６％

３位
生活リズムの
乱れ

２５.７％ 先生のこと ２７.５％

４位
きっかけが何
か自分でもよ
くわからない

２５.５％
友達のこと
（いじめなし）

２５.６％

小 学 生 中 学 生

国 室蘭市 国 室蘭市

１
位

無気力・
不安

41.1％
無気力・
不安

46.2％
無気力・
不安

39.5％
無気力・
不安

44.4％

２
位

親子の
関わり方

16.7％
生活リズム
の乱れ、あ
そび、非行

26.9％

いじめを除
く友人関係
をめぐる問
題

17.2％
親子の
関わり方

29.3％

３
位

生活リズム
の乱れ・あ
そび・非行

10.3％
親子の関わ
り方

19.2％
生活リズム
の乱れ・あ
そび・非行

8.6％
生活リズム
の乱れ、あ
そび、非行

12.1％

４
位

いじめを除
く友人関係
をめぐる問
題

10.2％ 学業の不振 7.7％ 学業の不振 8.5％

いじめを除
く友人関係
をめぐる問
題

7.1％

※表１、表２内、太字下線の項目はお互いの調査に無い項目となっている。

①学校調査の「無気力・不安」は児童生徒調査に無い。

②児童生徒調査の「身体の不調」は学校調査の選択項目に無い。

③児童生徒調査の「きっかけが何か自分でもよくわからない」は学校調査の選択

市
町
村
別
デ
ー
タ
は
あ
り

ま
せ
ん
。



Ⅱ いじめの認知状況

１ 室蘭市小中学校におけるいじめの認知率の推移

※令和２年度の本市のいじめの認知件数は、小学校２０件、中学校２６件でした。

Q いじめとは？

「いじめ」とは、「児童生徒に

対して、当該児童生徒が在籍する学校

に在籍している等当該児童生徒と一定

の人間関係のある他の児童生徒が行う

心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるも

のも含む。）であって、当該行為の対

象となった児童生徒が心身の苦痛を感

じているもの。」とする。

Ａ

Q 認知率が高い学校はダメ？

いいえ。文科省の考え方としては、

いじめの認知件数が多い学校について、教

職員の目が行き届いていることのあかしで

あると考えています。正確に認知した上

で、しっかりと対応していくことが大切で

す。

Ａ

古い定義では、「一方的」や「継続的」
「深刻な」「攻撃」との文言がありました
が、児童生徒の立場に立ち、いじめと判断
されるものの範囲が広がってきています。

Ｒ
２
の
全
国
の
数
値
は
、

ま
だ
発
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん



２ 室蘭市のいじめの発見のきっかけ(R2) 【小学校：全２０件 中学校：全２６件】

※例年、アンケートからの発見が最も多くなっております。全道の小中学校において必

ず年２回は行うこととなっていますが、本市では年３回以上行っています。

３ 室蘭市のいじめの態様(R2) ※複数回答可 【小学校：全２０件 中学校：全２６件】

（単位：件）

※１つ１つの案件について学校と確認し、心配される案件については適宜指導・助言を行っ

ています。

小学校 中学校

１位 アンケート調査など １５件 アンケート調査など ２３件

２位 保護者からの訴え ４件 保護者からの訴え ２件

３位 本人からの訴え １件 本人からの訴え １件
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小学校 中学校

冷やかしやからかい、悪口や脅し文
句、嫌なことを言われる

仲間はずれ、集団による無視をされ
る

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをし
て叩かれたり、蹴られたりする

ひどくぶつかられたり、叩かれた
り、蹴られたりする

金品をたかられる

金品を隠されたり、盗まれたり、壊
されたり、捨てられたりする

嫌なことや恥ずかしいこと、危険な
ことをされたり、させられたりする

パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷
や嫌なことをされる

その他



Ⅲ 本市における不登校・いじめ問題への取組

◎「室蘭市いじめ防止基本方針」(Ｈ２６策定)及び「室蘭市いじめ問題総合対策」

（Ｈ２４策定）に基づき、以下の観点から取組を推進

１ 主として未然防止の観点から

（１）むろらん子どもサミットの開催

（誰にでも居場所のある学校づくりを児童生徒自らが主体的に考え、行動する

ことができるよう、各校の児童会・生徒会の代表が一同に会し、各校の仲間づ

くりの取組を交流。）

（２）各校児童会・生徒会が中心となった仲間づくりやいじめ撲滅に係る活動の推進

（３）自他の生命を尊重する意識の醸成

（全校道徳の実施等、道徳の時間を中心とし教育活動全体で。）

（４）児童生徒が自己存在感、自己有用感を得られる場の設定と適切な評価

（５）インターネットを介した「いじめ問題」の未然防止

（各校における情報モラル教育の充実、教員研修の実施、保護者・生徒向

けリーフレットの作成・配布と啓発）

２ 主として早期発見・早期対応の観点から

（１）いじめアンケートの年３回以上の実施

（道教委は年２回。毎月実施している中学校も有り。）

（２）教職員と児童生徒との信頼関係の確立

（相談しやすい教師、児童生徒とともに問題を解決に導いてくれる教師）

（３）月３日以上欠席している児童生徒の把握及びサポートセンターくじらんの

ＳＳＷと連携した支援

（４）連続５日、もしくは通算１５日欠席した児童生徒の把握及びサポートセン

ターくじらんのＳＳＷと連携した支援

（５）市内全校における「いじめ・不登校担当教諭」の位置付けと校内組織確立

（６）本市教育研究所主催による「生徒指導」に係る研修講座の実施

（７）本市相談電話窓口の周知（サポートセンターくじらん、指導班）

（８）保護者や地域、関係機関との連携強化

毎年８月、市民会館で開催。

あいさつ運動、ハイタッチ運動、目安箱など様々な活動。

各スマホ会社やＬＩＮＥなどから講師
を招き、最新の状況に応じた講話など
を実施。

ＳＳＷ（スクール・ソーシャルワーカー）の略称。
学校と福祉をつなぐなどし、生活環境を調整。

不登校対応のために全国の教育委員会に
設置されている「教育支援センター」。

令和３年度より「不登校支援連絡協議会」を立ち上げ、福祉分
野の各機関とサポートセンターくじらん、市教委が定期的に情
報交流を行っている（状況によってはケース会議を開催）。


